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自
然
公
園
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

自
然
公
園
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に
、
「
（
第
五
十
九
条
　
第
六
十
八
条
）
」
を
「
（
第
六
十
条

　
第
六
十
九
条
）
」
に
、
「
（
第
六
十
九
条
　
第
七
十
六
条
）
」
を
「
（
第
七
十
条
　
第
七
十
七
条
）
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
優
れ
た
自
然
の
風
景
地
に
つ
い
て
、
生
物
の
多
様
性
の
確
保
を
中
心
と
し
た
自
然
環
境
の
保
全
そ
の

他
そ
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
保
健
、
休
養
及
び
教
化
に
資
す
る
た
め
に
そ
の
持
続
的
利
用
を
図
り
、
も
つ
て
現

在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
第
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
六
十
二
条
」
に
、
「
第
五
十
九
条
」
を
「
第
六
十
条
」
に
、
『
同
条
第
六

号
中
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
る
』
を
『
同
条
第
五
号
中
「
の
保
護
又
は
利
用
の
た
め
の
規
制
又
は
施
設
に
関
す

る
」
を
「
に
関
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
』
に
改
め
、
同
改
正
規
定
に
次
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の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
　
自
然
環
境
そ
の
他
自
然
の
風
景
の
特
性
及
び
現
状

ロ
　
保
護
又
は
利
用
に
関
す
る
方
針

ハ
　
保
護
の
た
め
の
規
制
又
は
野
生
動
植
物
の
保
護
、
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る
計
画

ニ
　
利
用
の
た
め
の
規
制
又
は
自
然
教
育
、
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る
計
画

第
二
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
、
「
事
業
で
あ
つ
て
、
」
を
削
り
、
「
施
設
で
」
を
「
事
業
で
あ

つ
て
」
に
改
め
る
。

第
一
章
中
第
三
条
を
第
四
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
一
章
中
第
三
条
」
を
『
第
三
条
中
「
、
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四

十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
」
及
び
「
、
鉱
業
権
」
を
削
り
、
「
開
発
」
を
「
保
全
」

に
改
め
、
第
一
章
中
同
条
』
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
第
三
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
中
「
す
ぐ
れ
た
」
を
「
優
れ
た
」
に
、
「
の
保
護
と
」
を
「
に
つ
い
て
、
生
物
の
多
様
性
の
確
保
を
中
心
と
し
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た
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
保
護
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
二
章
第
二
節
を
同
章
第
一
節
と
す
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

第
十
二
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５
　
環
境
大
臣
は
、
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
特
性
及
び
現
状
を
十
分
踏
ま
え
て
当
該
国
立
公
園
の
公
園
計
画
若
し
く
は
公

園
事
業
又
は
当
該
国
定
公
園
の
公
園
計
画
の
案
を
作
成
す
る
た
め
、
当
該
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
自
然
環
境
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
行
う
団
体
、
当
該
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
内
の
自
然
の
風
景
地
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
当
該
国
立
公
園
又

は
国
定
公
園
の
特
性
及
び
現
状
に
つ
い
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
国
定
公
園
の
特
性
及
び
現
状
を
十
分
踏
ま
え
て
当
該
国
定
公
園
の
公
園
事
業
の
案
を
作
成
す
る
た
め
、

当
該
国
定
公
園
の
自
然
環
境
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
団
体
、
当
該
国
定
公
園
内
の
自
然
の
風
景
地
を
管
理
す
る
者
そ

の
他
当
該
国
定
公
園
の
特
性
及
び
現
状
に
つ
い
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
改
正
規
定
中
「
改
め
」
の
下
に
『
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
五
項
の
規
定
は
」
の
下
に
「
環
境
大
臣
の
公
園

計
画
又
は
公
園
事
業
の
廃
止
又
は
変
更
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
都
道
府
県
知
事
の
公
園
事
業
の
廃
止

又
は
変
更
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
同
条
第
七
項
の
規
定
は
」
を
加
え
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、
「
準
用
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す
る
」
を
「
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
」
に
改
め
』
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
『
第
十
七
条
第
一
項
中
「
風
致
を
維
持
す
る
」
を
「
自
然
環
境

の
保
全
そ
の
他
そ
の
風
致
の
維
持
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
』
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
第
十
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
に
お
け
る
」
の
下
に
「
自
然

環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
第
四
号
の
二
を
第
五
号
と
す
る
改
正
規
定
中
「
と
し
」
の
下
に
『
、
同
条
第
五
項
中
「
国
定
公
園
の
」

の
下
に
「
自
然
環
境
そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
』
を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
第
七
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
又
は
第
六
十
三
条
」
を
「
第

六
十
一
条
、
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
四
条
」
に
、
「
第
七
十
六
条
」
を
「
第
七
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
を
改
め
、
同
条
を
第
七
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、

第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
三
条
」
に
、
「
第
七
十
四
条
」
を
「
第
七
十
五
条
」
に
改
め
、
第
七

十
五
条
を
第
七
十
六
条
と
す
る
。

第
五
十
二
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
七
十
三
条
」
を
「
第
七
十
四
条
」
に
改
め
る
。
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第
五
十
一
条
を
改
め
、
同
条
を
第
七
十
二
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
を
第
七
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
七
十
条
」
を
「
第
七
十
一
条
」
に
改
め
、
第

七
十
一
条
を
第
七
十
二
条
と
す
る
。

第
四
十
九
条
を
改
め
、
同
条
を
第
六
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
九
条
」
を
「
第
七
十
条
」
に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
四
十
八
条
を
第
六
十
八
条
と
し
、
第
四
十
七
条
を
第
六
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第

六
十
九
条
」
に
、
「
第
六
十
七
条
」
を
「
第
六
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
を
改
め
、
同
条
を
第
六
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
、

「
第
六
十
六
条
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
を
改
め
、
同
条
を
第
六
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
、

「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
第
六
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
、

「
第
六
十
四
条
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
を
改
め
、
同
条
を
第
六
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
三
条
」
を
「
第
六
十
四
条
」
に
改
め
る
。



　6

第
四
十
二
条
の
改
正
規
定
中
『
風
致
を
維
持
す
る
た
め
」
』
を
『
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
風
致
の
維
持
の
た
め
」
』

に
改
め
、
『
「
、
都
道
府
県
立
自
然
公
園
の
』
の
下
に
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
を
第
六
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
一
条
」
に
改
め
、

第
六
十
二
条
を
第
六
十
三
条
と
し
、
第
六
十
一
条
を
第
六
十
二
条
と
す
る
。

第
四
十
一
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
九
条
」
を
「
第
六
十
条
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
六
節
中
第
四
十
条
の
三
を
第
五
十
八
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
三
を
第
五
十
八
条
と
し
、
第
二
章
第
六
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
調
査
）

第
五
十
九
条
　
環
境
大
臣
は
、
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
に
つ
い
て
、
野
生
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
の
状
況
そ
の
他
自
然
環

境
の
状
況
、
利
用
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
調
査
を
し
、
そ
の
結
果
を
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

の
改
廃
、
公
園
計
画
又
は
公
園
事
業
の
決
定
、
廃
止
又
は
変
更
そ
の
他
こ
の
法
律
の
適
正
な
運
用
に
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
を
改
め
、
同
条
を
第
五
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
中
『
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
』
の
下
に
『
、
同
条
第
二

項
中
「
国
定
公
園
の
」
の
下
に
「
自
然
環
境
そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
』
を
、
『
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
』
の
下
に
『
、
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「
風
景
を
保
護
す
る
」
を
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
風
景
の
保
護
の
」
に
改
め
、
「
に
対
し
、
」
の
下
に
「
自
然
環
境

の
保
全
そ
の
他
」
を
加
え
』
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
を
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
改
正
規
定
中
『
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
』
の
下
に
『
、

「
こ
れ
ら
の
行
為
の
」
の
下
に
「
自
然
環
境
そ
の
他
」
を
加
え
』
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
条
第
二
項
中
」
の
下
に
『
「
風
景
を
保
護
す
る
」
を
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の

風
景
の
保
護
の
」
に
、
』
を
、
「
に
改
め
」
の
下
に
『
、
同
条
第
六
項
中
「
公
園
の
」
の
下
に
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ

の
」
を
加
え
』
を
加
え
る
。

第
十
九
条
を
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
中
『
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
」
に
』
の
下
に
『
、
「
風
致
又

は
景
観
を
保
護
す
る
」
を
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
風
致
又
は
景
観
の
保
護
の
」
に
』
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二
を
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
『
第
十
八
条
の
二
第
一

項
中
「
景
観
を
維
持
す
る
」
を
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
景
観
の
維
持
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
』
に
、
『
「
海
そ

う
」
を
「
海
藻
」
に
改
め
』
を
『
「
熱
帯
魚
、
さ
ん
ご
、
海
そ
う
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
」
を
「
海
中
に
生
息
し
、
又
は
生

育
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
海
中
の
」
の
下
に
「
自
然
環
境
そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
』
に
改
め
る
。



　8

第
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
『
第
十
八
条
第
一
項
中
「
景
観
を
維
持
す
る
」
を
「
自
然
環
境

の
保
全
そ
の
他
そ
の
景
観
の
維
持
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
』
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
に
お
け
る
」
の
下
に
「
自
然
環

境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
六
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
八
条
第
六
項
」
を
『
第
十
八
条
第
五
項
中
「
国
定
公
園
の
」
の
下
に
「
自
然
環
境

そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
』
に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
九
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
五
条
第
一
項
中
「
公
園
の
」
の
下
に

「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
」
を
加
え
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
風
致
」
を
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
風
致
」

に
改
め
、
第
十
七
条
第
三
項
第
三
号
中
「
自
然
環
境
保
全
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
」
を
加
え
る
。

第
二
章
第
四
節
を
同
章
第
三
節
と
し
、
同
節
の
次
に
二
節
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
自
然
の
風

景
地
の
保
護
の
」
を
『
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
自
然
の
風
景
地
の
保
護
（
以
下
単
に
「
自
然
の
風
景
地
の
保
護
」
と
い

う
。
）
の
』
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
う
ち
第
一
条
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
五
条
の
う
ち
第
四
十
五
条
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
五
条
第
三
項
中
」
を
『
第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
風
景
を
保
護

す
る
」
を
「
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
風
景
の
保
護
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
風
景
を
保
護
す
る
」
を
「
自
然
環

境
の
保
全
そ
の
他
そ
の
風
景
の
保
護
の
」
に
、
』
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
の
う
ち
第
三
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
第
六
十
五
条
の
四
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
九
条
」
を
「
第
六
十

条
」
に
、
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
う
ち
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。


